
 
 
 
 
 毎年 10月は「社会保険労務士制度推進月間」となっており、愛媛県社会保険労務士
会では広く県民に社労士制度を知っていただくとともに、社会貢献活動の一つとして
労働問題・年金などの「無料相談会」開催します。お気軽に御相談ください。 
 
  開催日時及び開催場所  

〇令和 3年 10月 31日（日）11：00～17：00 
  ・フジグラン今治〔１階 シースルーエレベーター前〕 

    ・イオンスタイル松山〔１階 南(環状線側)入口〕 

・フジグラン松山〔１階 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｰﾑ西側入口(シースルーエレベーター前)〕 

〔2 階 北側駐車場連絡通路前〕 

    ・フジグラン北浜〔２階 イベント広場〕 
 
  〇令和 3年 11月 14日（日）11：00～17：00 

・フジグラン新居浜〔１階 北川正面玄関前〕 
 
  相談内容  

・公的年金 
    ・健康保険（傷病手当金、出産手当金、高額医療費等） 
    ・労働保険（雇用保険、労災保険、各種給付） 
    ・労働条件（賃金、退職金、労働時間、休日、年次有給休暇） 
    ・解雇・退職・セクハラ・パワハラ等 
    ・労使関係（個別労働紛争） 
    ・各種助成金 
 
  お問い合わせ先 
   愛媛県社会保険労務士会 
   〒790-0813 愛媛県松山市萱町４丁目６番地３ 
   TEL：（089）907-4864  FAX：（089）923-1133 
   HP：http://www.ehime-sr.or.jp/ 
 

「社会保険労務士」による無料相談会開催！ 


